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■ご意見の一部を紹介します

・市民の声・思いを聞き取ることに力を入れることが大事

　だと思います。

・新聞や広報おばまなど文字情報に加えて、HP などでの

　情報発信を充実させてほしい。

・各号の表紙の表情（元気、明るさ）が良く、見る人に伝

　わり、毎号楽しみです。

・広報の題字を市内小学生の作品にしているところがステキ。

・文の横に写真があるとより目に止まります。写真と文の

　コラボこれからもよろしくお願いします。

・興味のひくようなタイトルの書き方を工夫してほしい。

・医療費の負担がかからないための注意事項をどこかに

　掲載し、毎月指導してほしい。認知症予防など。

・小浜市が取り組んでいる、若者が住める魅力あるまちづ

　くりについて、広報してほしい。

・子どもたちの写真が多いのは、とても楽しく、ほほえま

　しく思います。

・人の紹介はすごく良いと思います。プラス小・中・高・

　大学生などで、頑張っている人が大勢いると思います。

・若者などの紹介写真はもう少し小さくてもよいのでは。

・各地区の名所など順番に紹介してほしい。

■広報おばまをどのように読んでいますか

必要・関心のある
記事だけ読む

60％

すべてを
じっくり読む 

24％

見出しや写真
だけ目を通す  

8％

ほとんど読まない
6％

無回答 1％ その他 1％

■広報おばまに取り上げてほしい内容（複数回答可）

0 50 100 150 200 250

①健康・医療 221

⑤子育て 45

④福祉

③観光・スポット情報

②地域のイベント 138

124

114

■広報おばまのレイアウトについてどう思いますか

ふつう
64％

見やすい  
22％

わからない 7％

見づらい 4％ 無回答 3％

■どのような点を改善すればいいと思いますか（複数回答可）

0 50 100 150 200

①地域の情報を　
　掲載する

②市内のイベントを
　掲載する

③市民の声や活動
　を掲載する

④情報をわかり　
　やすく説明する

⑤特集などテーマ
　を掘り下げる

199

164

149

133

56

　7 月 10 日から 8 月 10 日までの期間、無作為に選
んだ 20 歳以上の市民 1,000 人を対象に市の広報に
ついてのアンケートを実施しました。回答数は411
人（女性239 人、男性 170 人、無回答 2 人）でした。

※全結果は市公式ホームページで公開しています

口座振替の申し込みを
キャッシュカードで簡単に

公共施設の
指定管理者を公募します

　市では、10 月 5 日㊊から、金融機関のキャッシュカード
を使って市役所の窓口で市税や上下水道料金などの口座
振替の申し込みができる「ペイジー口座振替受付サービ
ス」を始めます。金融機関に出向くことがなく、手続きが
できる便利なサービスですので、ぜひ利用してください。

募集中便利な
サービス

　市民の皆さんから市の広報に対する意見を聞き、より親しまれ
る広報紙にするため、アンケートを実施しました。結果の一部を
紹介します。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

■問い合わせ 市民協働課☎ 64・6009

【 広報アンケート結果 】

【手続きの流れ】
①口座振替依頼書に記入・本人確認、②端末にキャッシュ
カードを通す、③暗証番号を入力、④申し込み結果を確認

【必要なもの】
・振替を希望する金融機関のキャッシュカード
・運転免許証などの本人確認ができるもの

【手続きができる料金などの種類と受付場所】
料金などの種類 受付場所

市県民税（普通徴収）、固定資産税、都
市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

市役所 1 階  税務課
☎ 64・6005

上水道料金、下水道使用料、簡易
水道使用料、農業集落排水使用料、
漁業集落排水使用料、下水道受益
者負担金・分担金

市役所 2 階  上下水道課
☎ 64・6028

※福井銀行、福邦銀行、小浜信用金庫、北陸労働金庫、
　ゆうちょ銀行が利用可能な金融機関です

まちなか交流施設「まちの駅」（白鬚111-1）

　市では、観光まちづくり計画に基づき、つばき
回廊商業棟跡地に「まちの駅」を整備します。

指定期間　平成 28年 5月 1日〜31年 3月 31日

業務内容　旭座をはじめとするまちの駅施設を活
　　　　　用したにぎわいの創出、施設および設
　　　　　備の維持管理　ほか

募集期間　10月 1日㊍〜 23日㊎
※募集要項、申請様式など詳しくは、商工観光課
　☎ 64・6021 まで問い合わせてください

町並みと食の館（飛鳥108）

指定期間　平成 28年 4月 1日〜33年 3月 31日

業務内容　利用の許可、施設および設備の維持管
　　　　　理、飲食物の提供に関すること　ほか

募集期間　10月 1日㊍〜 23日㊎
※募集要項、申請様式など詳しくは、文化課☎
　64・6034 まで問い合わせてください
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市では、ゴミの出し方に責
任を持ってもらうために、
ゴミ袋に区名と氏名の記入
をお願いしています。個
人情報の取り扱いには細心
の注意を払っていますが、
ゴミを出す際は、個人情報
が記載されているものは
シュレッダーにかけるな
ど、工夫をお願いします。　
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ビ
ン
の
分
別

生ゴミの重量のうち 70％
は水分と言われています。
燃やすゴミとして捨てる前
に、三角コーナーなどでしっ
かりと水切りすることで減
量ができ、ゴミ袋の消費量
や焼却処理にかかる費用を
抑えることができます。生
ゴミの水切り運動に協力を
お願いします。

最近、色付きビンのラベル
に「無色透明ビンとして廃
棄できる」と書かれた商品
があります。本市では、今ま
で通り、ビン本体の見た目
の色による分別（透明、茶
色、その他）になりますので、
皆さんの協
力をお願い
します。
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あぜシートやマルチシート、
苗箱などを埋め立てゴミと
して出す人がいますが、本
市の施設では処理できませ
ん。JA 若狭（☎ 56・5000）
で年に 1 度回収しています。
また、農薬についても JA
若狭で年に 1 度回収してい
ます。詳しくは問い合わせ
てください。　

　

缶
詰
の
分
別

缶詰の封を切らずに中身が
入ったままゴミに出す人が
います。リサイクル施設で
の業務に支障をきたします
ので、必ず中身を取り除き、
水洗い後に分別をして出し
てください。塗料の残った
ペンキ缶も
同様にお願
いします。 　

　

ス
プ
レ
ー
缶
の
分
別

スプレー缶を捨てるときは
必ず穴を空けてください。
屋内ではガスが滞留するた
め、穴を空けるときは、火
の気がない、屋外の風通し
が良いところで作業をして
ください。ホームセンター
でも穴空け
器を販売し
ています。
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※塗料の残ったペンキ缶は程度によって民間
　業者でそのまま処理できるものもあります。
　詳細は環境衛生課へ問い合わせてください

市からのお知らせ平成
27年度


